
１　交付概要

入居日の属する月から最大36ヶ月

２　交付の流れ

① 世帯全員の住民票謄本

② 世帯全員の所得状況が確認できる書類

添付書類： 事前協議回答書の写し

市税の滞納がないことを証する書類の写し

賃貸借契約書の写し

事業対象住宅へ移住後の世帯全員の住民票謄本

添付書類： 家賃を支払ったことを証する書類の写し

市税の滞納がないことを証する書類の写し

※年度途中で退去した場合は交付しない

家賃助成金交付決定通知書発送(実績報告書同封)

＊　助成期間　 　…

大崎市空家活用定住支援事業助成金交付の流れ（家賃助成金・入居者申請用）

①契約助成金の交付の要件を満たしていること
②入居者は少なくとも5年以上の入居を見込んでいること
③入居者及び同居者に市税の滞納がないこと
④定期借家契約の場合は，契約期間を3年以上とすること
⑤賃貸借契約を結んだ移住世帯と所有者が，3親等以内の親族でないこ
と
⑥移住世帯が生活保護法に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援
法に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
⑦入居者は，市の求めに応じ，世帯構成や所得の状況調査等に協力する
こと

＊　交付要件　　…

入居者(移住世帯)

家賃の1/2，または2万円のいづれか低い額

＊　交付対象者 　…

＊　助成金額　 　…

事業対象住宅へ入居希望

事前協議に必要な書類を登録事業者へ提出　

事前協議ののち（登録事業者へ）事前協議回答書交付

賃貸借契約締結，事業対象住宅へ入居が完了

家賃助成金交付申請(家賃助成金交付申請書を提出）

実績報告書提出(3/31までに提出)

確定通知書と請求書発送、請求を受け助成金交付(年１回)

前年度より継続 

して助成を受ける 

場合は毎年4/20 

までに申請をする 



１　交付概要

入居日の属する月から最大36ヶ月

２　交付の流れ

※ 県登録だけでは事業対象住宅にはなりません

添付書類： 事前協議回答書の写し

市税の滞納がないことを証する書類の写し

賃貸借契約書の写し

事業対象住宅へ移住後の移住世帯の住民票謄本

添付書類： 家賃を受領したことを証する書類の写し

市税の滞納がないことを証する書類の写し

家賃助成金交付申請(家賃助成金交付申請書を提出）

実績報告書提出(上半期は9/30まで，下半期は3/31までに提出)

家賃助成金交付決定通知書発送(実績報告書同封)

確定通知書と請求書発送、請求を受け助成金交付(年２回)

子育て世帯を入居対象とする住宅として宮城県へ登録

事業対象住宅への入居希望者が現れる（子育て世帯かつ低額所得者の移住世帯）

事前協議に必要な≪所有者等について市税の滞納がないことの証明書≫を登録事業者へ

（登録事業者が）事前協議

事前協議回答書が発送されたのち、賃貸借契約締結、移住者の入居が完了　　　　

大崎市空家活用定住支援事業助成金交付の流れ（家賃助成金・所有者等申請用）

＊　交付要件　　…

＊　交付対象者 　…

＊　助成金額　 　…

＊　助成期間　 　…

所有者等

家賃の2/3，または4万円のいづれか低い額

①事業対象住宅が子育て世帯を入居対象とする県登録住宅であること
②移住世帯と賃貸借契約を締結し，移住世帯の入居が完了したこと
③移住世帯が子育て世帯かつ低額所得者であること
④入居者は少なくとも5年以上の入居を見込んでいること
⑤所有者等に市税の滞納がないこと
⑥入居時の一時金(敷金等)は，月額家賃の2か月分以内とすること
⑦月額家賃は10万円以内とすること
⑧定期借家契約の場合は，契約期間を3年以上とすること
⑨賃貸借契約書に，市からの家賃助成金分が減額される旨及び不正に入
居した際の契約解除について記載されてあること
⑩賃貸借契約を結んだ移住世帯と所有者が，3親等以内の親族でないこ
と
⑪登録事業者は，毎年入居者の入退去，家賃の納入状況その他の実績
について報告すること
⑫移住世帯が生活保護法に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援
法に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
⑬入居者は，市の求めに応じ，世帯構成や所得の状況調査等に協力する
こと

前年度より継続 

して助成を受ける 

場合は毎年4/20 

までに申請をする 


